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本日の内容
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同一労働同一൛সとは

働き方改革法案 関連資મの探し方

正規労働者・非正規労働者とは

現ষ法（均衡待遇・均等待遇）

裁判捁（ハマキョウレックス事件、শ運輸事件）

改正法（パート・有期労働法）
均衡待遇、均等待遇、൛স、教育訓練、ૣਹ掖ে施設、
通常の労働者への転換、説明義務の強化

改正法（労働者派遣法）
均衡待遇、均等待遇、均衡・均等待遇の特捁、派遣先が講ずべき措置

同一労働同一൛সガイドライン（たたき）

どのように対応するか



同一労働同一൛সとは
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Aさん Bさん

・35歳
・大卒
・職歴 事務（人事・経৶）

営業、秘書等 計10ফ以上
・資格 簿記、秘書検定

・25歳
・大卒
・職歴 営業、秘書 計3ফ

・資格 特になし

給与はどうなる？



同一労働同一൛সとは

社会保険労務士法人 大野事務所 4

Aさん

正社員で採用

給与はどうなる？

契約社員（有期）で採用

本改正は正規・非正規間の格差是正をねらいとしたもの



働き方改革関連法 関連資મの探し方①
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働き方改革関連法 関連資મの探し方②
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・リーフレット（改正概要）
・36協定指針
・36協定捁
・ফ休時ఛ指定

・法条文（ৗ೮対照条文がৄやすい）
・政ഥ（主に経過措置）
・ഥ（施ষ規則）
・告示（指針・基準）



正規労働者・非正規労働者とは
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１．パートタイマー ※法上の用語は「短時間労働者」
関係法：パート労働法

（短時間労働者の雇用拻৶の改ఒ等に関する法）

正規労働者

法上、正規・非正規の定義は定められていない
概挡上は、非正規以外の「通常の労働者」を指す

非正規労働者

２．有期雇用労働者
関係法：労働契約法

３．派遣労働者
関係法：労働者派遣法
（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法）

1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の
1週間の所定労働時間より短い労働者

職務限定社員
地域限定社員

育児・介護期間中の
短時間労働者

無期転換した
元有期雇用労働者

事業主（改正後）



現ষ法（均衡待遇規定・均等待遇規定）
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パート労働法
（短時間労働者の待遇の原則）
第8条 事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合に
おいては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程২（以下「職務の内
容」という。）、当該職務の内容及び配置のಌの範囲その他の事情を考慮して、ਂ合৶と認められるものであってはならない。
（通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止）
第9条 事業主は、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者（第十一条第一項において「職務内容
同一短時間労働者」という。）であって、当該事業所におけるຯষその他の事情からみて、当該事業主との雇用関係がીവするまで
の全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置のಌの範囲と同一の範囲でಌされるとৄ
込まれるもの（次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。）については、短時間労働者であること
を৶由として、൛সの決定、教育訓練の実施、ૣਹ掖ে施設のਹ用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。

労働契約法
（期間の定めがあることによるਂ合৶な労働条件の禁止）
第20条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者
と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条
件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程২（以下この条において「職務の内容」という。）、当該職務
の内容及び配置のಌの範囲その他の事情を考慮して、ਂ合৶と認められるものであってはならない。

労働者派遣法
（均衡を考慮した待遇の確保）
第30条の3 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者の൛স水
準との均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の൛স水準ྼは当該派遣労働者の職
務の内容、職務の成果、意欲、ચৡ拊しくは経験等を勘案し、当該派遣労働者の൛সを決定するように配慮しなければならない。
２ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者との均衡を考慮し
つつ、当該派遣労働者について、教育訓練及びૣਹ掖েの実施その他当該派遣労働者の円ෟな派遣就業の確保のために必要な措置を
講ずるように配慮しなければならない。

均
衡

均
等

均
衡

均
衡

配
慮



均衡待遇と均等待遇
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均等待遇

①職務内容
②（職務内容や配置）のಌ範囲

＝

差別的取り扱い禁止
※同じでなければならない

均衡待遇

＞
①職務内容
②（職務内容や配置）のಌ範囲
③その他の事情

ਂ合৶な待遇差を禁止

※職務内容：業務の内容＋責任の程২

※ਂ合৶であってはならない

正規労働者 非正規労働者 正規労働者 非正規労働者



ਂ合৶であってはならない
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合৶的でなければならない

合
理
的

不
合
理
的

ਂ合৶であってはならない

合
理
的

不
合
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的



裁判捁（ハマキョウレックス事件、শ運輸事件）

社会保険労務士法人 大野事務所 11

ハマキョウレックス শ運輸

業種 運輸業 運輸業

本社 浜松市 横浜市

従業員数 社員：800名
ಏ時雇用：5,000名 250名

比較対象

正社員（無期）

契約社員（有期）

定ফ前（無期）

定ফ後（有期）

職務の内容：同一
職務ಌ範囲：౮なる

職務の内容：同一
職務ಌ範囲：同一

両社の比較



ハマキョウレックス事件①
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事件の概要

貨物運送会社の有期契約社員のドライバーが、各種手当（無事故手当、作業手当、給食手当、住
挭手当、皆勤手当、家族手当、通勤手当）および一時সの支給、定期ಊ給ならびに退職সの支給
（以下、諸手当等）に関し、期間の定めのない正社員のドライバーとの間で労働条件にਂ合৶な相
違があるとして、公拖Ⴓ違反または労働契約法20条違反による無効を主張するとともに、諸手当
等について正社員と同一のਥਹを有することを主張し、その差額分または損害賠償（控訴審で追
加）を請求した事案である。

１審判決 （大津地裁彦根支部 平27.9.16判決：差戻後１審）

諸手当等のうち通勤手当のみに労働契約法20条違反による無効を認定する一方で、無効となった
労働条件について正社員と同一の労働条件とはならず、会社はਂ合৶な取り扱い（労働契約法20条
違反）をしたことに対してਂ法ষನ責任を負うにとどまるとし、ਂ法ষನ責任の限২で差額分の支
払いを認めた。

２審判決 （大阪高裁 平28.7.26判決：差戻後控訴審）

公拖Ⴓ違反の主張は認めず、平成25ফ4月以ఋについて、無事故手当、作業手当、給食手当、
通勤手当の相違はਂ合৶であり労働契約法20条に違反するとして損害賠償請求を認め、住挭手当、
皆勤手当の相違はਂ合৶ではないとした。

出典：労政時報第3954号



ハマキョウレックス事件②
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最高裁判決 （最高裁二小 平30.6.1判決）

正社員 契約社員 最高裁の判断
無事故手当 1万円 0円 ਂ合৶
作業手当 1万2ع万円 0円 ਂ合৶
給食手当 3500円 0円 ਂ合৶
通勤手当 5000円※ 3000円 ਂ合৶

住挭手当 21歳以下5000円
22歳以上2万円

なし ਂ合৶ではない

皆勤手当 該当者に1万円 なし ਂ合৶

出典：労政時報第3954号

・有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が同条（労働契約法20条）に違反する
場合であっても、同条の効ৡにより当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期
契約労働者の労働条件と同一のものとなるものではない
（補ౄ的効ৡはない）

最高裁判決のポイント

・各種手当ごとに、その支給趣旨に照らして、ਂ合৶であるか否かを判断した

※上告人と交通手段・通勤掤が同じ正社員に支給される補てん額



ハマキョウレックス事件③
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各手当の考え方

住挭手当 ・従業員の住挭に要する費用を補助する趣旨で支給されるものと解されるとこौ、
契約社員については就業場所のಌが予定されていないのに対し、正社員に
ついては、転居を伴う配転が予定されているため、契約社員と比較して住挭
費用が多額となりうる

無事故手当 ・ર拖ドライバー育成や安全輸送による൹推の信ඃ得を目的としたものであり、
安全運転や事故防止の必要性は職務の内容によって差౮はなく、లਟの転勤・
出向の૭ચ性や会社中捷を担う人౫として登用される૭ચ性の有無で౮なる
ものではない

作業手当 ・特定の作業をষった対価として支給されるものであり、職務内容および配置の
ಌの範囲が౮なることによって、ষった作業に対するসබ的評価が౮なる
ものではない

給食手当 ・食事にかかる補助として支給されるものであり、勤務時間中に食事を要する
労働者に対して支給する趣旨であることを踏まえると、勤務時間中に食事を
取ることの必要性や程২に相違はない

通勤手当 ・通勤に要する交通費を補てんする趣旨で支給されるものであり、労働契約の
期間の有無によって通勤に要する費用が౮なるものではなく、職務内容ಌ
の範囲が౮なることと通勤に要する費用の多ሥとは直接関連しない

皆勤手当 ・業務を円ෟに進めるため皆勤を奨励する趣旨で支給されるものであり、皆勤の
必要性は職務内容によって差౮がেじるものではなく、లਟの転勤・出向の
૭ચ性や会社中捷を担う人౫として登用される૭ચ性の有無で౮ならない

×

×

×

×

×

○

出典：労政時報第3954号



শ運輸事件①
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事件の概要

一般貨物自運送事業をষうশ運輸（Ｙ社）を定ফ退職した後に、Ｙ社と有期労働契約を締結して嘱託乗務
員として就労している原告Ｘらが、Ｙ社と期間の定めのない労働契約を締結している正社員との間にਂ合৶な労働
条件の相違が存在すると主張して、①主位的に、当該ਂ合৶な労働条件の相違は労働契約法20条により無効であり、
Ｘらには無期契約労働者の就業規則が適用されるとして、当該就業規則等の規定が適用される労働契約上の地位に
あることの確認を求め、当該就業規則等の規定により支給されるべき൛সと実際に支給された൛সの差額およびこ
れに対するభ損害স、②予的にড়法709条に基づく損害賠償সおよびこれに対するభ損害সの支払いを求め
た事案。

１審判決 （東京地裁 平28.5.13判決）

労働契約法20条は、定ফ退職後のગ雇用制২による嘱託乗務員と正社員との労働条件の相違についても適用され
るとし、൛সの額について、有期契約労働者と無期契約労働者との間に相違を設けることは、これを正当と解すべ
き特段の事情がない限り、ਂ合৶であるとして、嘱託乗務員と正社員との൛সの相違がਂ合৶なものであり、労働
契約法20条に違反するとした。

２審判決 （東京高裁 平28.11.2判決：控訴審）

２審判決は、労働契約法20条につき、以下のとおり判断して原判決を取り消し、Ｘらの請求を棄却した。
有期契約労働者と無期契約労働者の間の労働条件の相違がਂ合৶と認められるか否かは、①職務の内容、②当該

職務の内容及び配置のಌの範囲、③その他の事情を幅ઁく総合的に考慮して判断すべきである。
本件において、上記①②は、Ｘらと正社員とでおおिね同じである。上記③について、定ফの前後で上記①②が

わらないまま相当程২൛সを引き下ऑることはઁくষわれており、また、Ｙ社の運輸業の収支が大幅な赤字と
なっていることを考慮すると、Ｘらの൛সがফ収ঋースで２割前後額になっていることが直ちにਂ合৶であると
は認められないとした。

出典：労政時報第3954号



শ運輸事件②
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最高裁判決 （最高裁二小 平30.6.1判決）

出典：労政時報第3954号

൛স項目 正社員 嘱託乗務員 最高裁の判断

基本給／基本൛স

＜基本給＞
・在ආ給（1ফ目：8万9100円ع在
ආ41ফ目：12万1100円）
・ফೡ給（20歳：0円50ع歳：
6000円）

＜基本൛স＞
12万5000円

ਂ合৶ではない

ચ૨給／歩合給

＜ચ૨給＞
10tバラ：4.60٫
12tバラ：3.70٫
15tバラ：3.10٫
バラトレーラー：3.15٫

＜歩合給＞
12tバラ：12٫
15tバラ：10٫
バラトレーラー：7٫

ਂ合৶ではない

職務給

10tバラ：7万6952円
12tバラ：8万552円
15tバラ：8万2952円
バラトレーラー：8万2900円

なし ਂ合৶ではない

精勤手当 5000円 なし ਂ合৶
住挭手当 1万円 なし ਂ合৶ではない

家族手当
配偶者：5000円
子1人：5000円（2人まで）

なし ਂ合৶ではない

役付手当 ྉশ：3000円、ੌশ：1500円 なし ਂ合৶ではない

超勤手当／時間外手当 超勤手当あり 時間外手当あり
精勤手当が算定基礎に含まれてい

ない点がਂ合৶
賞与 基本給の5ヶ月分 なし ਂ合৶ではない



শ運輸事件③
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最高裁判決のポイント

・使用者は、雇用及び人事に関する経営判断の掺点から、労働者の職務内容及びಌ範囲に
とどまらない様رな事情を考慮して、労働者の൛সに関する労働条件を検挎するものといえる

・労働者の൛সに関する労働条件の在り方については、੮体交掷等による労使自に
委ねられるべき部分が大きい

・労働契約法20条は、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違がਂ合৶と
認められるものであるか否かを判断する際に考慮する事情として、「その他の事情」を
拷ऑているとこौ、その内容を職務内容及びಌ範囲に関連する事情に限定すべき৶由は
ৄ当たらない

「その他の事情」

・定ফ制は、使用者が、その雇用する労働者のশ期雇用やফ的処遇を前提としながら、
人事のླྀৗ等によりੌ掼運営の適正化を掛るとともに、൛স॥ストを一定限২に೪制する
ための制২
無期契約労働者の൛স体系：定ফ退職するまでশ期間雇用することが前提
定ফ退職者の൛স体系 ：শ期間雇用することは通常予定されていない

・定ফ後ગ雇用者は、定ফ退職するまでの間、無期契約労働者として൛স支給を受けてきた者
・一定の要件を満たせばഠೡ掖েফসの支給を受けることが૭ચ

これらの事情は、定ফગ雇用者の൛স体系の在り方を検挎するに当たって、基礎になる

出典：労政時報第3954号



শ運輸事件④
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各手当の考え方

ચ૨給／職務給 ・正社員へのચ૨給・職務給の代わりに嘱託乗務員には歩合給が支給されて
おり、それぞれのস額を比較検した結果、ਂ合৶な相違とはいえない

精勤手当 ・出勤を奨励する趣旨で支給されるものであり、職務内容が同一である以上、
両者間で皆勤を奨励する必要性に相違はない

○

×

住挭手当／
家族手当

・住挭手当は住挭費の負担に対する補助、家族手当は家族をჰുするための
েણ費に対する補助であり、いずれも労働者の提供する労務をসබ的に
評価して支給されるものではなく、ૣਹ掖ে及びেણ保揃の趣旨で支給
されるものである

・幅ઁい਼代の労働者が存在する正社員とは౮なる定ফ退職者であり、ഠೡ
掖েফসの受給を予定しており、それまでの間は৹拪給が支給される

○

役付手当 ・役付者に対して支給されるものであり、ফ給、勤続給的性格のものでは
なく、ਂ合৶とは認められない

超勤手当／
時間外手当

・正社員の超勤手当と嘱託乗務員の時間外手当の間において、割増૨その他
の計算方法に相違はないが、嘱託乗務員には正社員の精勤手当に当たる
ものが算定基礎に含まれていない点でਂ合৶である

○

×

賞与 ・定ফ退職に当たり退職সの支給を受けるほか、ഠೡ掖েফসの受給が予定
され、それまでの間は৹拪給が支給されるなど、嘱託乗務員のফ収は
定ফ退職前の79٫程২となることが想定されており、൛স体系は、嘱託
乗務員の収入の安定や労務の成果が反映されるよう工夫した内容になって
いる点を総合考慮すると、ਂ合৶とは認められない

○

出典：労政時報第3954号



改正前後の比較
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【改正前⇒改正後】 ○：規定あり △：配慮規定 ×：規定なし ◎：明確化

均衡待遇規定 均等待遇規定 ガイドライン

パート ○ ⇒ ◎ ○ ⇒ ○ × ⇒ ○

有期 ○ ⇒ ◎ × ⇒ ○ × ⇒ ○

派遣 △ ⇒ ○＋労使協定 × ⇒ ○＋労使協定 × ⇒ ○

パート労働法 第8条（均衡待遇）
パート労働法 第9条（均等待遇）

労働契約法 第20条（均衡待遇）

派遣法 第30条の3（均衡配慮）

パート・有期労働法 第8条（均衡待遇）
パート・有期労働法 第9条（均等待遇）

派遣法 第30条の3第1項（均衡待遇）

派遣法 第30条の3第2項（均等待遇）

廃止

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用拻৶の改ఒ等に関する法



改正施ষ日
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パート・有期労働法
＜大企業＞ ফ 月 日

ফ 月 日

４ １

４ １

2020

2021
業種 資本সの額

または出資の総額 または 常時使用する労働者

小売業 5000万円以下 または 50人以下

サービス業 5000万円以下 または 100人以下

卸売業 1億円以下 または 100人以下

その他 3億円以下 または 300人以下

派遣法

パート・有期労働法
＜中小企業＞



パート・有期労働法 均衡待遇
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パート・有期労働法

（ਂ合৶な待遇の禁止）
第８条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待
遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当
該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の
程২（以下「職務の内容」という。）、当該職務の内容及び配置のಌの範囲その他
の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇をষう目的に照らして適જと認められる
ものを考慮して、ਂ合৶と認められる相違を設けてはならない。

基本給、賞与その他の待遇の
それぞれについて

その他の待遇：労働条件のすべて
※給与のみならず、休暇、慶弔স、教育研修、ૣਹ掖েなども

比較するものは3つ ①職務の内容
ਥ限、責任、役割、ঀルマ等への期待の程২、拑業のঀルマ

②「職務内容及び配置」のಌ範囲
転勤、ಊ進を含ि人事౮全般、人౫ણの仕ੌみ

③その他の事情
合৶的な労使ຯষなどの諸事情（定ফ後ગ雇用である等）

待遇の性質及び当該待遇を
ষう目的に照らして

各手当の支給趣旨、休暇を与える趣旨、教育研修を実施する趣旨
※目的や趣旨に照らして考える



パート・有期労働法 均等待遇
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パート・有期労働法

（通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止）
第9条 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者で
あって、当該事業所におけるຯষその他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が
ીവするまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務
の内容及び配置のಌの範囲と同一の範囲でಌされることがৄ込まれるものについ
ては、短時間・有期雇用労働者であることを৶由として、基本給、賞与その他の待遇
のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。

職務の内容が同一 ・業務内容が実質的に同一であるかどうか
・責任の程২が෩しく౮なっていないかどうか

「職務内容及び配置」の
ಌ範囲が同一

・転勤の有無が同じかどうか
・両方「有」の場合は、全国転勤かエリア限定か
・配置転換（部౧౮）の有無が同じかどうか

比較するものは2つ ①職務の内容
ਥ限、責任、役割、ঀルマ等への期待の程২、拑業のঀルマ

②「職務内容及び配置」のಌ範囲
転勤、ಊ進を含ि人事౮全般、人౫ણの仕ੌみ



パート・有期労働法 ൛স
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パート・有期労働法

（൛স）
第10条 事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有
期雇用労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、ચৡྼは経験その他の就業の実態に
関する事項を勘案し、その൛স（通勤手当その他の掖ে労働ഥで定めるものを除
く。）を決定するように努めるものとする。

職務の内容

職務の成果

意欲

ચৡ

経験

その他の事項

…を勘案して
൛সを決定

職務関連൛স
・基本給
・賞与
・役付手当
・精皆勤手当 等

・通勤手当
・退職手当
・家族手当
・住挭手当
・別居手当
・子教育手当

パート・有期労働法 施ষ規則

努ৡ義務



パート・有期労働法 教育訓練
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パート・有期労働法

（教育訓練）
第11条 事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の
労働者が従事する職務のຄষに必要なચৡを付与するためのものについては、職務内
容同一短時間・有期雇用労働者がใに当該職務に必要なચৡを有している場合その他
の掖ে労働ഥで定める場合を除き、職務内容同一短時間・有期雇用労働者に対して
も、これを実施しなければならない。

２ 事業主は、前項に定めるもののほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その
雇用する短時間・有期雇用労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、ચৡ及び経験そ
の他の就業の実態に関する事項に応じ、当該短時間・有期雇用労働者に対して教育訓
練を実施するように努めるものとする。

職務ຄষに必要なચৡを
付与するための教育訓練 実施しなければならない （義務）

上記以外の教育訓練 実施するように努める （努ৡ義務）

パート・有期労働法 施ষ規則 ใに当該職務に必要なચৡを有している場合
（条文と同じ）



パート・有期労働法 ૣਹ掖ে施設
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パート・有期労働法

（ૣਹ掖ে施設）
第12条 事業主は、通常の労働者に対してਹ用の機会を与えるૣਹ掖ে施設であっ
て、掕೨の保持ྼは業務の円ෟなຄষに資するものとして掖ে労働ഥで定めるもの
については、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、ਹ用の機会を与えな
ければならない。

パート・有期労働法 施ষ規則

・給食施設
・休憩室
・ಌ室

改正前 与えるように
配慮しなければならない
（配慮義務）

改正後 与えなければならない
（義務）

パートタイム労働指針
上記に加え

・挨探、教ു、文化、体育、
レクリエーション等目的の
ૣਹ掖ে施設
均衡を考慮した取り扱い



パート・有期労働法 通常の労働者への転換
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パート・有期労働法

（通常の労働者への転換）
第13条 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・
有期雇用労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

①通常の労働者の൳集をষう場合において、当該൳集に係る事業所にൕ示すること等
により、その者が従事すべき業務の内容、൛স、労働時間その他の当該൳集に係る事
項を当該事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に周知すること。

②通常の労働者の配置をৗたにষう場合において、当該配置の希望を申し出る機会を
当該配置に係る事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に対して与えること。

③一定の資格を有する短時間・有期雇用労働者を対象とした通常の労働者への転換の
ための試験制২を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を
講ずること。

特に改正事項なし



パート・有期労働法 説明義務の強化

社会保険労務士法人 大野事務所 27

パート・有期労働法

（事業主が講ずる措置の内容等の説明）
第14条 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、第8条
から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関し講ずることと
している措置の内容について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならな
い。
２ 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該
短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び৶由並びに第
6条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定を
するに当たって考慮した事項について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなけれ
ばならない。
３ 事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の求めをしたことを৶由として、当該
短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他ਂਹ捍な取扱いをしてはならない。

雇入れ時 均衡待遇（第８条）、均等待遇（第9条）、൛স（第10条）、
教育訓練（第11条）、ૣਹ掖ে施設（第12条）、正社員転換（第13条）

求めが
あったとき

・待遇の相違の内容、その৶由
・労働条件の文書交付（第6条）、就業規則作成手続（第7条）＋上記
に関して考慮した事項

⇒措置の内容を説明

⇒待遇の相違の内容、৶由や考慮した事項を説明



労働者派遣法 均衡待遇
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労働者派遣法

（ਂ合৶な待遇の禁止等）
第30条の3 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇
のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇と
の間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び
配置のಌの範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇をষう目的に照
らして適જと認められるものを考慮して、ਂ合৶と認められる相違を設けてはならな
い。

＞
①職務内容
②（職務内容や配置）のಌ範囲
③その他の事情

ਂ合৶な待遇差を禁止

※職務内容：業務の内容＋責任の程২

※ਂ合৶であってはならない
派遣先の通常労働者 派遣労働者

パート・有期労働法第8条と同内容



労働者派遣法 均等待遇
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労働者派遣法

（ਂ合৶な待遇の禁止等）
第30条の3
２ 派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労
働者であって、当該労働者派遣契約及び当該派遣先におけるຯষその他の事情からみ
て、当該派遣先における派遣就業がીവするまでの全期間において、その職務の内容
及び配置が当該派遣先との雇用関係がીവするまでの全期間における当該通常の労働
者の職務の内容及び配置のಌの範囲と同一の範囲でಌされることがৄ込まれるも
のについては、正当な৶由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、
当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比してਂਹなものとしてはならない。

①職務内容
②（職務内容や配置）のಌ範囲 ※職務内容：業務の内容＋責任の程২

派遣先の通常労働者 派遣労働者

パート・有期労働法第9条と同趣旨

＝ ਂਹにしてはならない
※同じでなければならない



労働者派遣法 均衡・均等待遇の特捁
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労働者派遣法

第30条の4 （റ）

派遣元が以下の労使協定を締結した場合は、イに定める派遣労働者に対して、
均衡・均等待遇を適用しない

イ 対象となる派遣労働者の範囲
ロ 派遣労働者の൛সを決定する方法
ⅰ 派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の

平均的な൛স額（※）以上とする （※）業界平均の統計
ⅱ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、ચৡまたは経験その他の

就業の実態に関する事項の向上があった場合に൛সが改ఒされること
ハ ロにより൛সを決定するに当たっては、

職務の内容、職務の成果、意欲、ચৡまたは経験その他の就業の実態に
関する事項を公正に評価すること

二 派遣労働者の待遇（൛স以外）を決定する方法
ホ 派遣労働者に対して、段階的かつ体系的な教育訓練を実施する
ヘ その他の事項



労働者派遣法 派遣元の均衡・均等ルールへの対応
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派遣元はいずれかを選択

① 派遣先の通常労働者との均衡・均等待遇の実現 （第30条の3の方法）

② 労使協定に基づく一定水準以上の待遇の実現 （第30条の4の方法）

Ａ株式会社 B株式会社

@2,500 @2,200

問題点

・派遣先がわるごとに൛স水準がわり、
派遣労働者の所得がਂ安定になる

・一般的に൛স水準は大企業ほど高いため、
派遣労働者の希望が大企業に集中し、
派遣元でキャリア形成を考慮した配置が
困難となる

・②を選択する派遣元（派遣会社）が多いと予想される
・主に、製造、事務系の派遣મস上ಊが予想される



労働者派遣法 派遣先が講ずべき措置
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（１）適正な派遣就業の確保（第40条）

① 教育訓練の実施
※派遣労働者がใに必要なચৡ等を有している場合を除く
・派遣元からの求めに応じて実施
・同種業務の派遣先労働者が対象の教育訓練を、派遣労働者に対しても実施

② ૣਹ掖ে施設（給食施設、休憩室、ಌ室）のਹ用
・同等にਹ用できる機会を提供

義
務

義
務

③ 適જな就業環境の維持・ૣਹ掖ে施設（②以外）のਹ用
・派遣先労働者が適用対象の措置について、派遣労働者の均衡処遇
・各種ハラスメントの防止等も含めた就業環境維持
・②以外のૣਹ掖ে施設のਹ用の供与

配
慮

④ 派遣元への情報提供
・派遣元からの求めに応じて実施（派遣元が均衡・均等ルールを実現できるように）
・派遣労働者と同種業務の派遣先労働者に関する情報
・派遣労働者の業務のຄষ૾捵その他の情報（派遣元での考課実施のため）

配
慮

（２）派遣先拻৶（第42条）

「派遣労働者が『協定対象派遣労働者』であるか否か」を記載事項に追加



同一労働同一൛সガイドライン（たたき）①
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正式名称：短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する
ਂ合৶な待遇の禁止等に関する指針

第１ 目的
・（この指針は）雇用形態・就業形態に関わらない公正な待遇を確保し、同一労働同一൛সの
実現に向けて定める

・今後、各事業主が職務やચৡ等の内容の明確化およびその公正な評価を実施し、それに基づく
待遇の体系を、労使の話し合いにより、速やかにかつ計画的に構築していくことが望ましい

・通常労働者と短時間・有期雇用労働者等とのਂ合৶な待遇の相違等の解消に向けては、
൛সのみならず、ૣਹ掖ে、キャリア形成、ચৡ開発・向上等を含めた取りੌみが必要

・ਂ合৶な待遇の相違等の解消の取ੌを通じて、労働者がどのような雇用形態・就業形態を
選択しても納得が得られる待遇を受け、多様な働き方を自由に選択できるようにし、
が国から「非正規」という挺の一を目指す

・通常の労働者と短時間・有期雇用労働者等とのਂ合৶な待遇の相違等の解消に対応するため、
就業規則のಌにより労働者の労働条件をਂਹ捍にಌする場合、労働契約法第9条の規定に
基づき、労働者と合意する必要がある

・労働者と合意なく就業規則のಌによりਂਹ捍にಌする場合は、労働契約法第10条の
規定に照らし、ಌが合৶的なものでなければならない

2018.8.30
同一労働同一൛স部会資મより
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第２ 基本的考え方
・この指針は、いかなる待遇の相違がਂ合৶と認められるものであるのか、原則となる考え方や
体捁を示したもの

・通常の労働者と短時間・有期雇用労働者等との間に実際に待遇の相違が存在する場合に
参照されることを目的としている

第３ 定義
・「短時間労働者」等の各用語の定義の説明

第４ 短時間・有期雇用労働者

・原則となる考え方、体捁は次のとおり

基
本
給
（
能
力
）

問題とならない捁 問題となる捁
定期的に職務内容、勤務地ಌがある（正）である
総合職Ｘは、拻৶職となるためのキャリア॥ースの
一環として、ৗ卒採用後の数ফ間、๘において、
職務内容、配置ಌのない（短）であるＹのアドバ
イスを受けながら、Ｙと同様の業務に従事している。
Ｘの基本給は、Ｙよりも高く設定されている。

通常労働者：（正）
短時間労働者：（短）

有期雇用労働者：（有）

（正）であるＸは（有）であるＹより多くの経験を
有することを৶由に、Ｘの基本給をＹより高く設定
しているが、Ｘのこれまでの経験は、Ｘの現在の業
務に関連性を持たない。
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通常労働者：（正）、短時間労働者：（短）、有期雇用労働者：（有）

基
本
給
（
業
績
）

問題とならない捁 問題となる捁
所定労働時間が（正）の半分の（短）であるＸに対
し、販売実績が（正）に設定されている販売目標の
半分の数値に達した場合に、（正）が目標を達成し
た場合の半分を支給している。

（正）が販売目標を達成した場合にষっている支給
を、（短）であるＸについて（正）と同一の販売目
標を設定し、それを達成しない場合にはষっていな
い。

基
本
給
（
勤
続
）

（有）であるＸに対し、当初の労働契約の開始期か
ら通算して勤続ফ数を評価した上で支給している。

（有）であるＸに対し、勤続ফ数について当初の労
働契約の開始時から通算せず、直近の労働契約期間
のみの評価により支給している。

ચৡの向上に応じてಊ給をষう場合、ચৡが向上した（短）（有）には、（正）と同様にಊ給をষわなけ
ればならない。ચৡの向上に一定の相違がある場合には、相違に応じたಊ給をষわなければならない。

（正）であるＸは、েਓ効૨・ષ質の目標値に対す
る責任を負っており、当該目標値を達成していない
場合、待遇上のペナルティを課されている。一方、
（正）であるＹや（有）であるＺは責任を負ってお
らず、ペナルティを課されない。Ｘに対しては賞与
を支給しているが、ＹやＺに対しては、ペナルティ
を課していないこととのৄ合いの範囲内で賞与を支
給していない。

（正）であるＸと同一の会社業績への貢献がある
（有）であるＹに対し、Ｘと同一の支給をしていな
い。

（正）には職務内容・貢献にかかわらず全員に支給
しているが、（短）（有）には支給していない。

昇
給

賞
与
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通常労働者：（正）、短時間労働者：（短）、有期雇用労働者：（有）

役
職
手
当

問題とならない捁 問題となる捁
（正）であるＸと同一の役職に就く（短）であるＹ
に、所定労働時間に比捁した役職手当を支給してい
る。たとえば、所定労働時間が半分の（短）につい
ては、（正）の役職手当の半分を支給している。

（正）であるＸと同一の役職に就く（有）であるＹ
に対して、Ｘに比べて役職手当を低くしている。

（正）であるＸは、入社に当たり、交代制勤務への
従事が必ずしも確定しておらず、交代制勤務に従事
した場合に限り特殊勤務手当が支給されている。
（短）であるＹは、採用に当たり、交代制勤務への
従事を明確にされた上で入社し、Ｙの基本給には
（正）の特殊勤務手当に相当する分が盛り込まれて
おり、Ｙには、通常勤務のみに従事する（短）より
も基本給を高くしている。会社は、Ｘには特殊勤務
手当を支給しているが、Ｙには支給していない。

特
殊
勤
務
手
当

精
皆
勤
手
当

考課上、ಳ勤についてマイナスਪ定をষい、そのこ
とを待遇に反映する（正）であるＸには、一定日数
以上出勤した場合に精皆勤手当を支給しているが、
考課上、ಳ勤についてマイナスਪ定をষっていない
（有）であるＹには、マイナスਪ定をষっていない
こととのৄ合いの範囲内で、精皆勤手当を支給して
いない。
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通常労働者：（正）、短時間労働者：（短）、有期雇用労働者：（有）

時
間
外

問題とならない捁 問題となる捁
（正）の所定労働時間を超えた時間につき、（短）（有）についても、同一の割増૨で時間外手当を支給
する必要がある。
※（正）に対して法定よりも短い所定労働時間を超過した場合に時間外手当を支給しているケースで、
（短）（有）に対しては法定労働時間を超過した場合のみ支給するのは問題となる。

深
夜
・
休
日

（正）であるＸと時間数・職務内容が同一の深夜労
働や休日労働をষった（短）であるＹに、深夜労働
や休日労働以外の勤務時間が短いことを৶由に、深
夜や休日の割増手当の単価を低くしている。

一般採用の（正）に対しては交通費実費の全額に相
当する通勤手当を支給しているが、会社の近ๆから
通える範囲での通勤手当の上限を設定して採用した
（短）に対しては、上限の範囲内で通勤手当を支給
している。（短）であるＸが本人の都合で上限額の
範囲の外へ転居した場合は、上限額の範囲内で通勤
手当を支給している。

通
勤
手
当

労働時間の途中に昼食休憩がある（正）であるＸに
支給している食事手当を、食事休憩がない（たとえ
ば14-17時勤務）の（短）であるＹには支給してい
ない。

食
事
手
当

（正）であるＸには、（有）であるＹに比べ、食事
手当が高く設定されている。
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通常労働者：（正）、短時間労働者：（短）、有期雇用労働者：（有）

地
域
手
当

問題とならない捁 問題となる捁
（正）であるＸと（有）であるＹにはいずれも全国
一の基本給体系を適用しており、いずれも転勤が
あるにもかかわらず、Ｙには地域手当を支給してい
ない。

（正）であるＸには全国一の基本給体系を適用し
ている一方で、転勤があることから、地域物価等を
勘案した地域手当を支給しているが、（有）である
Ｙと（短）であるＺについては、それぞれの地域で
採用し、それぞれの地域で基本給を設定しており、
地域物価は基本給に盛り込まれているため、地域手
当を支給していない。

慶
弔
休
暇

（正）であるＸと同様の出勤日が設定されている
（短）であるＹに対しては、（正）と同様に慶弔休
暇を付与しているが、週２日勤務の（短）であるＺ
に対しては、勤務日の振替での対応を基本としつつ、
振替が困難な場合のみ慶弔休暇を付与している。

病
気
休
職

労働契約期間が1ফである（有）であるＸについて、
病ਞ休職期間は労働契約期間がીവする日までとし
ている。

法
定
外
休
暇

শ期勤続者を対象とするリフレッシগ休暇について、
業務に従事した時間全体を通じた貢献に対する報償
の趣旨で付与していることから、（短）であるＹに
対しては、（正）に付与する日数に比べ、所定労働
時間に比捁した日数で付与している。
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① 雇用形態ごとの定義を明確にする
・職務内容（仕事の難ಔ২と幅）の掺点で拪৶する
※処遇の違い（賞与の有無etc.）の説明ではない

仕
事
の
難
易
度
（
レ
ベ
ル
） 補

助

初
級

中
級

上
級

仕事の幅
営業職 総務職 技術職

正社員

契約社員

パート
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② 雇用形態別の待遇の相違をリストアップする
・就業規則、各規程を条文ごとに比較
・給与については、手当ごとに比較

大区分 小区分 正社員 契約社員 パート社員 相違の৶由

採用 選考試験 書類、筆記、
面接

書類、面接 書類、面接 資質をৄ掄める上で৾ৡを
測定する必要がある

試用期間 試用期間 3ヶ月 なし なし 最初の契約期間が試用期間
の位置付け

休職 私傷病休職 勤続10ফ以
上：1ফ、10ফ
未満：6ヶ月

なし なし ？？？

休職 その他休職 6ヶ月 なし なし ？？？

退職 定ফ 60歳 なし なし 有期に定ফは必要なし

退職 自己都合退職 30日前に申出 2週間前に申出 2週間前に申出 ？？？

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

給与 基本給 別表の通り
20万ع

月給18万ع 時給1,200円ع 正社員と契約社員の2万の
相違の明確な৶由は・・・

給与 通勤手当 上限10万 上限5万 上限3万 契約やパートは現地採用

③ 相違がある場合には相違の৶由を説明する
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④ 相違の৶由が説明できないもの、ਂ合৶なものについて、ಌを検挎する

・同一労働同一൛সガイドラインを参考に
⇒くともফ内には正式ගがリリースされるৄ込み

・拙速かつ強引に合৶化を進めなくてよい
⇒これから様رな裁判捁、事捁が出てくるので、਼の中のれをよくৄ掄める
⇒明らかにਂ合৶かつર先ದ位の高いものから拪৶していく
⇒特に退職স制২については、ষ政のৄ解が示されるまで待ってよい
⇒一২ಌした制২は、ල単に元に戻せない（特に労働条件を引き上ऑた場合）

・相違がよくৄ受けられるもの
休職制২、ফ次有給休暇（正社員は法定超、非正規社員は法定通り）、
ಒఛ・リフレッシগ休暇、慶弔休暇、慶弔স、出張費（日当）、社挭、
಼害補償（法定外補償）、教育訓練、人事考課、ಊ給、賞与、退職স、
給与諸手当（通勤手当、家族手当、住挭手当、時間外手当）

⑤ 制২をಌする場合、就業規則ಌの手続き

・従業員への周知・説明
・必要に応じて個別同意
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対応方法については、弊所の担当者までご相談ください

今後も定期的に情報発信していきます

① 大野事務所ホームページ
https://www.ohno-jimusho.co.jp/

② 大野事務所Facebook
https://www.facebook.com/ohno.jimusho

③ 一ผメール配信
配信先登録・削除については、弊所の担当者にご連絡ください


